
船舶事故等調査報告書 

平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第２１４号 

事故等種類 衝突（橋脚） 

発生日時 平成２６年１２月１２日 １０時３１分ごろ 

発生場所 山口県大畠
おおばたけ

瀬戸 

 大磯灯台から真方位０４９°９７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.５９′ 東経１３２°１１.１２′） 

事故等調査の経過  平成２６年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 こうゆう、２２６トン 

 １４２１６６、こうゆう海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

航海士、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部に凹損等、船首マストが倒壊 

橋脚 防衝設備に破損及び曲損等 

 事故等の経過  本船は、船長及び航海士ほか１人が乗り組み、航海士が、単独の船

橋当直につき、広島県呉市呉港に向け、約１２ノット（kn）の対地速

力で、手動操舵により、山口県周防大島
すおうおおしま

町屋代
や し ろ

島明神鼻と大磯灯台の

間を通過する態勢で大畠瀬戸を北北東進した。 

 航海士は、明神鼻と大磯灯台を結ぶ線（以下「Ｄ線」という。）の

中央付近を南から北へ通過したとき、同航船を船首方に認め、同航船

との船間距離を維持しようとして約８kn に減速した。 

 本船は、山口県大島大橋の西側で、大畠航路第４号灯浮標と大島大

橋橋梁灯（Ｃ１灯）を結ぶ直線の延長線（以下「Ｃ線」という。）を

南から北へ通過した後、同航船の左舷側を追い越す態勢となり、大島

大橋の第３橋脚に接近して航行していたところ、平成２６年１２月 

１２日１０時３１分ごろ本船の船首部が第３橋脚に衝突した。 

 船長は、衝突の衝撃で事故に気付いて昇橋し、山口県三蒲
み が ま

湾まで自

力で航行し、錨泊して浸水及び燃料油流出の有無を確認した。 

 機関長は、海上保安庁へ本事故を通報した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮流 東流約５kn 

 その他の事項  本船は、本事故当時、鋼材約７４７ｔを積載し、船首約２.７５

ｍ、船尾約３.８５ｍの喫水であった。 

 航海士は、本事故当時、Ｄ線の中央付近を南から北へ通過した後、



Ｃ線に達したときに右転して、Ｃ線に沿って東進し、大畠航路第４号

灯浮標を左舷側に見て通過する予定であった。 

 航海士は、本船で大畠瀬戸を航行した経験が約２０回あった。 

 大畠瀬戸には告示により航行経路が指定されており、同瀬戸を西方

から東方へ通過しようとする総トン数５トン以上の船舶は、大島大橋

の第３橋脚（経路北側）と第４橋脚（経路南側）との間を航行するこ

と、Ｄ線を横切って航行せずに戒善寺
か い ぜん じ

礁北方の海域を経て航行するこ

となどが定められている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、大畠瀬戸を手動操舵で北北東進中、航海士が、Ｄ線の中央

付近を通過した際、船首方の同航船との船間距離を維持しようとして

減速したものの、予定変針場所のＣ線に達したときに同航船の左舷側

を追い越す態勢となったことから、Ｃ線に沿って右転できず、大島大

橋の第３橋脚に接近して航行することとなり、第３橋脚に衝突したも

のと考えられる。 

 航海士は、大畠瀬戸における経路指定に定められた通航方法に従

い、Ｄ線を横切らずに、戒善寺礁灯浮標と大磯灯台の間の海域を航行

し、Ｃ線に沿って東進しなければならなかった。 

原因  本事故は、本船が、大畠瀬戸を手動操舵で北北東進中、航海士が、

船首方の同航船との船間距離を維持しようとして減速したものの、予

定変針場所のＣ線に達したときに同航船の左舷側を追い越す態勢とな

ったため、Ｃ線に沿って右転できず、大島大橋の第３橋脚に接近して

航行することとなり、第３橋脚に衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・大畠瀬戸を航行する船舶は、「大畠瀬戸における経路指定」に定

められた通航方法に従って航行すること。 

 ・橋下を航行する場合には、風潮流を考慮し、橋脚から離れて航行

すること。 
 


